
What's the Article 9 ？

This is the Article 9, 
　　　　Peace Constitution.

こ
れ
が
9
条
だ
！

９
条
っ
て
な
ん
だ
？

日
本
国
憲
法

第
九
条　

① 

日
本
国
民
は
、

       

正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る

     

国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、

         

国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、

      

武
力
に
よ
る
威
嚇 

ま
た
は

          

武
力
の
行
使
は
、国
際
紛
争
を

            

解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、

    

永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

② 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、

         

陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、

       

こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

     

国
の
交
戦
権
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。

일본국헌법
제9조　① 일본국민은 정의와 

질서를 기조로 하는 
국제평화를 성실하게 희구하며 국권 

발동에 의한 전쟁과 무력에 의한 위협 
또는 무력의 행사는 국제분쟁을 
해결하는 수단으로서는 영구히 

이것을 방기한다.
② 전항의 목적을 달성하기 위해 
육해공군 기타 전력은 이것을 

보지하지 않는다. 
국가의 교전권은 이것을 

인정하지 않는다.
 

 Constitution japonaise
L’Article 9　　① Aspirant 

sincèrement à une paix 
internationale fondée sur la justice 

et l’ordre, le peuple japonais 
renonce à jamais à la guerre en 
tant que droit souverain de la 
nation, ou à la menace, ou à 

l’usage de la force comme moyen 
de réglement des conflits 

internationaux.
②  Pour atteindre le but fixé au 
paragraphe précédent, il ne sera 

jamais maintenu de forces 
terrestres, navales et aériennes, 
ou autre potentiel de guerre. Le 
droit de belligérence de l’État ne 

sera pas reconnu. 

これは私たちの国日本の
『戦争を放棄する』と決めた

憲法９条です。
これが世界の憲法となることを

願いつつ。

この言葉のがいこくごやくもある
のだけれど、そのデータがどうし
ても見つからない


